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（午後２時００分 開会） 

○小泉課長 定刻でございますので、ただいまから令和７年度第２回東京都障害者差別解

消支援地域協議会部会を開催いたします。  

  本日は、お忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございます。  

  本日の全体の進行を務めます事務局の障害者施策推進部共生社会推進担当課長の小泉

です。よろしくお願いいたします。  

  早速ではございますが、本日の会議資料の確認をさせていただきます。  

  万が一、落丁等ございましたら、お近くの職員にお知らせください。  

  本日の資料については、お手元に配布させていただいておりますが、会議次第のほか、  

資料１、東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要綱  

  資料２、東京都障害者差別解消支援地域協議会部会委員名簿  

  資料３、東京都障害者差別解消支援地域協議会部会の検討内容等について  

  資料４、障害者向け普及啓発物のコンセプト（案）  

  資料５－１、事前にいただいたご意見について  

  資料５－２、御意見を反映させた普及啓発物（案）  

  資料５－３、【ルビ版】御意見を反映させた普及啓発物（案）  

  そして、参考資料といたしまして、  

参考資料１、事前に御意見聴取の際に提示した普及啓発物（案）  

  参考資料２、【ルビ版】事前に御意見聴取の際に提示した普及啓発物（案）  

になってございます。  

  過不足ございませんでしょうか。  

  次に、委員のご紹介をさせていただきます。本部会の委員の皆様について、時間の関

係上、恐れ入りますが、資料２をもってご紹介に代えさせていただきます。どうぞ、よ

ろしくお願いいたします。  

  なお、本日の委員の出欠状況でございますが、宮川委員、羽入田委員より、所用によ

りご欠席の連絡をいただいております。  

  また、西田委員については途中から参加されると伺っておりますので、よろしくお願

いいたします。  

  続いて、進行上の注意を申し上げます。  

  まず、マイクについてです。ご発言の際は、お近くのマイクのスイッチを入れていた

だき、ご発言ください。また、ご発言を終わられたらスイッチを切っていただくようお

願いいたします。  

  そして、どなたが発言されるのか確認できるよう、ご発言の前に所属及びお名前を言

っていただきますようお願いいたします。また、ご発言はなるべくゆっくり、分かりや

すくお話しいただきますようお願いいたします。  

  それから、本部会では皆様の前に「イエローカード」をご用意しております。これは、
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議事の内容が分かりにくかったときなどに掲げていただくものでございます。このイエ

ローカードの提示があった場合は、ご発言者はいま一度、ゆっくり、分かりやすくご説

明ください。  

  なお、本部会は、資料、議事録、いずれも原則公開とさせていただきますので、発言

に当たっては、個人情報などにご配慮ください。  

  また、本部会では時間の制限もありますので、発言の機会が限られてしまうことも考

えられます。自由意見用紙を後日メールにて配布いたしますので、そちらのご活用もお

願いいたします。  

  進行上の注意は、以上になります。  

  ここまでで、何かご質問等ございますでしょうか。  

  では、続きまして、議事に移らせていただきます。  

  議事の進行は、岩本部会長にお願いしたいと思います。  

  それでは、岩本部会長、よろしくお願いいたします。  

○岩本部会長  皆様、こんにちは。岩本でございます。よろしくお願いいたします。  

  前回、１回目、皆様からいろいろご意見をいただいたものを踏まえて、また事務局よ

りご提案いただいております。今回２回目が最後ということですので、皆様、忌憚のな

いご意見をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。  

  それでは、議事に入りたいと思います。  

  本日の議事は、障害者向け普及啓発物の内容検討についてです。  

  まず、事務局から資料３についてご説明をお願いいたします。  

○小泉課長 それでは、資料３、東京都障害者差別解消支援地域協議会部会の検討内容等

についてをご覧ください。  

  １、部会における検討テーマについてでございます。  

  都はこれまで、障害への理解促進に向け、特設サイトやハンドブック等によりまして、

都民や事業者への差別解消法の普及啓発を進めてきました。  

  一方で、東京都障害者権利擁護センターには、障害当事者からの「合理的配慮の提

供」に関する相談が増えてきておりまして、「障害者向けに合理的配慮の提供について

わかりやすくお伝えする普及啓発物」を作成したいと考えております。  

  次に、２、今後のスケジュールについてでございますが、昨年１１月に開催した第１

回部会での審議を踏まえまして、事務局が作成した案について、皆様に事前にご意見を

いただきまして、事務局で再度修正したものがお手元の資料５－２及び５－３になりま

す。本日の第２回部会において審議を行っていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。  

  なお、部会案確定後、協議会委員の皆様にも報告したいと考えております。よろしく

お願いいたします。  

  今年度、原稿を確定させまして、来年度、イラスト等のデザイン作成委託及び印刷を
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行いまして、区市町村等への周知を行うというスケジュールで考えております。区市町

村の障害者差別解消法の相談窓口や障害福祉サービスの申請窓口、福祉事務所などで相

談等を受ける際にご活用いただくことを考えています。  

  資料３の説明は、以上でございます。  

○岩本部会長  ありがとうございました。検討テーマについては１回目の資料と同じです

けれども、今後のスケジュールについてもご説明いただきました。  

  今のご説明について、ご質問、ご意見のある方は、ご発言をお願いいたします。いか

がでしょうか。  

○唯藤委員 唯藤です。よろしいでしょうか。  

○岩本部会長  はい、お願いいたします。  

○唯藤委員 東京都聴覚障害者連盟の唯藤と申します。  

  少し確認したいのですが、来年度というのは令和８年度ということでよろしいでしょ

うか。  

○岩本部会長  岩本です。ありがとうございます。事務局からお願いいたします。  

○小泉課長 唯藤委員、ご質問ありがとうございます。来年度というのは、令和８年度で

ございます。  

○岩本部会長  よろしいでしょうか。ありがとうございます。  

  ほか、いかがでしょうか。  

  白井委員、お願いいたします。  

○白井委員 ＤＰＩの白井と申します。  

  この資料５－２のところで、イラストはまだ共有されていないわけで、来年度はデザ

インを作成して配布するというスケジュールだったと思います。こちらの作られたイラ

ストを事前に確認をするような機会というのはあるのでしょうか。  

○岩本部会長  ありがとうございます。事務局よりお願いいたします。  

○小泉課長 白井委員、ありがとうございます。  

  イラスト案についてですが、再度部会を開催して検討することは考えていません。本

日の部会の中で、イラスト案、こういったものがいいのではないかというご意見をいた

だければと思っています。  

○岩本部会長  ありがとうございます。白井委員、よろしいでしょうか。  

  イラストが出来上がるのはちょっと先ですが、こういうイメージが伝わるといいとい

ったご意見があれば、ぜひ今日、資料５の説明のところでご発言いただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。  

  ほかは、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

  それでは、続いて事務局から資料４及び資料５についてご説明をお願いいたします。  

○小泉課長 それでは、資料４、資料５－１、５－２及び５－３をまとめてご説明いたし

ます。  
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  まず、資料４、障害者向け普及啓発物のコンセプト（案）をご覧ください。  

  本部会の審議事項の普及啓発物のコンセプト案についてご説明いたします。  

  啓発物は、Ａ４カラー両面刷りを予定しております。  

  １、ターゲットでございます。  

  本チラシは、学校卒業後、就労支援施策や自立訓練等を通じまして、地域で生活を送

っている障害者の方を主なターゲットとしており、社会に出た後の自立生活で、民間事

業者に配慮の申出を適切に行う必要がある方に訴求する内容にしたいと考えております。

また、第１回部会において、難病や失語症等の中途障害により、日常生活や社会生活で

配慮を必要とする状態になった方もターゲットにしてほしいというご意見をいただきま

したので、主なターゲットに加えました。  

  次に、２、普及啓発物内容でございます。  

  こちらは、資料５－１、資料５－２及び資料５－３で、後ほどご説明させていただき

ます。  

  資料４の説明は、以上でございます。  

  続きまして、資料５－１、事前にいただいたご意見についてをご覧ください。  

  委員の皆様におかれましては、短時間にもかかわらず多くのご意見をお寄せいただき、

ありがとうございました。  

  また、参考資料の１と２については、第１回部会でいただいたご意見等を反映し、事

前のご意見聴取の際に提示させていただいた案でございます。  

  この資料に対し、皆様から資料５－１のとおり、事前にご意見をいただいております。  

  また、第１回部会で渡邉委員から「分かりやすい、やさしい言葉で表さないと分から

ない。一般社団法人スローコミュニケーションのような事業者の方に協力していただい

て作り変えていただきたい」というご意見をいただきました。  

  都において、協力いただける専門家を複数検討する中で、具体的に名前の挙がったス

ローコミュニケーション様について確認をいたしました。この事業者は、知的障害のあ

る人たちへの分かりやすい情報研究や実践に努めてきた方々で設立されておりまして、

また企業・官公庁等へのアドバイスを行っていることや、東京都の０１８サポート事業

の分かりやすい版作成など、行政の普及啓発物作成の経験が豊富であることを確認いた

しました。また団体にも確認したところ、知的障害・発達障害のある方のみではなく、

視覚障害や聴覚障害も含め、全障害を対象としたアドバイスも可能であるとのことでし

た。こうしたことからスローコミュニケーション様にご意見聴取を依頼し、資料５－１

のとおりご意見をいただきました。  

  資料５－２と５－３については、皆様とスローコミュニケーション様からいただいた

ご意見を事務局にて反映した普及啓発物（案）となってございます。  

  なお、本日お配りしている資料５－１については、ルビなし版とルビあり版がありま

して、ページ割りが異なる都合上、資料５－１の説明の際には、表の一番左側の列に記
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載しております「ＮＯ．」にてご意見を紹介させていただければと存じ上げます。どう

ぞよろしくお願いいたします。  

  資料５－１、ＮＯ．１でございますが、スローコミュニケーション様より全体的な意

見としまして、「建設的対話」の視点を重視するなら、「してください」ではなくて

「してもらえますか」のほうがよいのではというご意見をいただきましたので、今回反

映をしております。  

  またＮＯ．２でございますけれども、文字と背景の色は２色程度に限定したほうがよ

いというご意見をいただきまして、文字の色は黒と赤に限定しています。また背景は、

令和６年度に知的障害者向けの普及啓発物を作成した際に、特別支援学校の生徒さんよ

り、白かクリーム色が分かりやすいというご意見をいただきましたので、この２色に限

定しています。  

  ＮＯ．３でございます。文節の区切りで分かち書き、半角スペースですけど、これを

入れたほうがよいというご意見をいただきましたので、今回反映させています。  

  次に、ＮＯ．４からＮＯ．６でございますが、チラシの表面の一番上の文章、こちら

についてご意見をいただきました。渡邉委員より、「解決」という言葉が分かりにくい。

宮田委員より、その後の事例等がお店に限定していない。スローコミュニケーション様

より、法律があるということを示すのもよいのではというご意見をいただいております。

こうした意見を踏まえまして、「困ったときは伝えてみましょう  できる範囲で困りご

とに対応してもらえることが法律で決まっています」とさせていただきました。  

  次に、チラシの表面の①「困っていることに気付く」でございます。  

  ＮＯ．７で宮田委員より修文案をいただきました。またＮＯ．８ではスローコミュニ

ケーション様より、メモ欄を設けているけれども、事前に書くのは難しいのではないか

というご意見をいただきました。「困っていることは何ですか？」ということだけ記載

をいたしまして、困り事のイラストを複数入れるように今回させていただいております。  

  また、第１回部会で、宮澤委員より、お店等で棚の上のものが取れず困るなどのご意

見をいただきましたので、イラストの一つにしようと考えております。そのほか、お店

などで困っている場面のイラスト案がございましたら、先ほどご質問ございましたが、

本日の部会でご提案いただければ幸いです。  

  次に、チラシの表面の②「相手に伝えてみる」でございます。  

  スローコミュニケーション様より、ＮＯ．９で「あなたから伝えましょう」だと義務

的な印象を感じるという意見をいただきまして、「下の例のように伝えてみましょう」

との修文案のとおり修正いたしました。  

  加えまして、ＮＯ．１０です。「※お店などに入ったら、早めに伝えましょう」は、

下に続く事例に当てはまらないのではないかという意見をいただきましたので、今回削

除しております。  

  また、ＮＯ．１１で、②「相手に伝えてみる」のメモ欄についてでございますけれど
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も、チラシの表面の①と同様に、事前に書くのは難しいのではというご意見をいただき

ましたので、メモ欄は削除しております。また、ご提案のとおり、「※メモなどにまと

めてから伝えてもいいです」という一文を追加しております。  

  加えて、ＮＯ．１２でご提案いただいたとおり、下に続く事例があくまでも「例」だ

と分かるように、事例の前にスペースを空けて、「たとえば…」ということで追加をし

ております。  

  続いてＮＯ．１３ですが、事例のタイトルが「何々のとき」だと、文字が小さい場合

も考えられますので、障害による社会的障壁ではない場合と混同するのではないかとい

うご意見をいただいておりますので、「目が見えない（見えにくい）場合」ということ

で修正をしております。  

  ＮＯ．１６でほかの事例についてもご意見をいただきまして、「耳が聞こえない（聞

こえにくい）場合」と「お店の人の説明が難しい場合」に修正をしております。  

  ＮＯ．１４でございますが、「お店など」としてきた後で、最初の事例が「講演会」

だと唐突ではないかというご意見をいただきましたが、先ほどの説明のとおり、お店に

限定しない表現に修正していますので、講演会の例の記載をシンプルにして掲載をして

おります。  

  続いて、ＮＯ．１５、ＮＯ．１７、ＮＯ．１８でございますが、こちらご提案どおり、

分かりやすい表現等に修文してございます。  

  次に、ＮＯ．１９からＮＯ．２１で、分かりにくい事例もあり、４事例にしてスペー

スにゆとりを持たせると見やすくなるのではないかというご意見をいただきました。そ

のため、事例を身体障害２例、その他の２例の４例でバランスを取るようにいたしまし

た。なお、「人が多くて不安なとき」の例につきましては、お店の人などがすぐに申出

内容に対応し、裏面の③に続かない例といたしました。表面で完結するという事例でご

ざいます。  

  また、ＮＯ．２２でいただいたご意見のとおり、表面の最後については、「できない

と言われたときのことは、裏をみてください」に修文をさせていただいております。  

  次に、チラシの裏面、③「話し合ってみる／相談する」でございます。  

  ＮＯ．２３で古川委員より、「メモに書いて渡してみてください」を追加するご提案

をいただきまして、先ほどもご説明したとおり、チラシの表面の②に「※メモなどにま

とめてから伝えてもいいです」、こういった表現を追加しております。  

  ＮＯ．２４で渡邉委員より、「解決」と「歩み寄る」という表現が分かりにくい。Ｎ

Ｏ．２５で宮田委員より、歩み寄るのが障害者のほうだけという印象を与えるというご

意見をいただきました。また、ＮＯ．２６でスローコミュニケーション様よりご提案い

ただいた修文案に基づき、「あなたが伝えたとおりにはできないと言われたら、お店の

人などと話し合ってみましょう」に修正をいたしました。  

  続いて、ＮＯ．２７でございます。こちらスローコミュニケーション様より修文案
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「※お互いに相手の話を聞いて、工夫を考えていくことが大切です」とご意見をいただ

きまして修正をいたしました。  

  またＮＯ．２８で、対話なので事前に書いておかないほうがよいのではないかという

ご意見をいただきまして、先ほどの①②での説明と同様に、メモ欄を削除いたしました。  

  次のＮＯ．２９ですが、こちらも修文案をいただきまして、「たとえば、こうしたら、

お店の人なども工夫できるかもしれません」に修正をいたしました。  

  ＮＯ．３０でございます。宮田委員より、ＮＯ．２５と同様に、歩み寄るのは障害の

ある方という印象を与えるというご意見をいただきました。  

  また、ＮＯ．３１とＮＯ．４０でスローコミュニケーション様からいただいた修文案

を合わせまして、「お互いにアイデアを出しあう」「お店が工夫する」「助けになるも

のを使う」といたしました。また、「お店が工夫する」には、聴覚障害者がお店などで

次の予約をする事例といたしました。  

  続いてＮＯ．３２からＮＯ．３５でございますが、講演会資料の例をスローコミュニ

ケーション様にご意見をいただいて、分かりやすい表現に修文いたしました。  

  また、ＮＯ．３６からＮＯ．３８のご意見について、先に説明したＮＯ．３０、ＮＯ．

３１のとおりに整理をいたしました。  

  次に、ＮＯ．３９のご意見については、先に説明したＮＯ．１９～ＮＯ．２１のとお

り整理いたしました。  

  次に、ＮＯ．４１とＮＯ．４２でございますが、スローコミュニケーション様より、

コミュニケーションボードの紹介であれば、サイトに誘導せずに、「「コミュニケーシ

ョンボード」で検索してみてください」としたほうがいろいろ見つけやすいのではない

かというご意見をいただきました。  

  こちらの意見については、都では、令和８年度にハートシティ東京の「障害者への情

報提供の方法（情報保障）」のページを充実させることを検討しておりまして、お店の

方などが利用できるイラスト、例えば「お金を払っているイラスト」など、こういった

ことを掲載したコミュニケーションボードの作成を今考えているところでございます。

そのため、より分かりやすい表現に修正して、サイトへの誘導をしていきたいと思って

います。こちらにいたしましては、皆様のご意見をいただければと思っております。  

  また、ＮＯ．４３でいただいたご意見のとおり、支援者等の会話の例は削除しており

ます。  

  最後になりますが、ハートシティ東京の紹介ですが、ＮＯ．４４とＮＯ．４５でいた

だいたご意見のとおり、分かりやすい表現に修正いたしました。  

  非常に多岐にわたる修正で恐縮ですけれども、資料５－１、資料５－２、資料５－３

の説明は以上でございます。  

○岩本部会長  岩本です。ご説明ありがとうございました。  

  今ご説明いただいた、特にこの資料５－２になるかと思うんですけれども、ご意見を
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いただきたいと思います。この間、委員の皆様、それからスローコミュニケーションの

専門的な知見から、ご意見をいただいたものを反映していただいたところですけれども、

それを踏まえて、ぜひ本日、皆様から様々なご意見をいただければと思います。  

  この意見交換は４０分ほど取っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。い

かがでしょうか。  

  白井委員、お願いいたします。  

○白井委員 ＤＰＩの白井です。  

  まず、イラストについてなんですけども、イラストを載せる場合においては、ジェン

ダーバランスには十分配慮いただいて、男性ばっかりのイラストにならないようにして

いただきたいなということが一点。あと多分イラストの中には、支援者が車椅子を押す

ようなイラストであるとか、あと人を支えるような、そういったイラストも載るかもし

れませんけども、そういった際においても同性の介助といいますか、女性が男性を支援

するみたいな、そういったイラストはなるべく避けていただきたいなと思います。  

  それとあとは、修正点のところであった表面の②の「相手に伝えてみる」のところで、

「○○なので△△をしてもらえますか」といった形に修正をいただいているんですけど

も、例えばのところで言うと、点字の資料を下さいとか、筆談で対応してくださいとい

う形になっていて、ちょっと統一されていないのかなというところがあるので、しても

らえますかという形に、例えばの事例のところも合わせたほうがいいのかなと思いまし

た。  

  以上です。  

○岩本部会長  ありがとうございます。  

  「何々してもらえますか」という表現に修正するのであれば、ほかも統一した表現が

いいのではないかというご意見、そしてジェンダーバランスですね。イラストではその

点を注意してほしいというご意見でした。ありがとうございます。  

  特に「困っていることは何ですか」という具体例のメモ書きの枠をなくして、ご本人

がご自分の体験を想起できるように、イメージできるためのイラスト例ですので、こう

いうイラスト例があったらいいというご意見がございましたら、ぜひご発言いただきた

いと思います。  

  もちろん、ほかの件に関してでも結構です。いかがでしょうか。  

○宮田委員 久我山青光学園の宮田でございます。  

ありがとうございました。多分音声データで視覚障害の方は対応されるんだと思いま

すが、音声データにする場合に困るのは、イラストであるとか図版であるとかをどのよ

うに表現するかという点です。言葉で説明すると、音声データが膨大になるので、「○

○で困っている人のイラストがあります」とかいうような説明を入れていただけると、

多分視覚障害の方にもわかりやすいと思います。イラストが多いものは、目の見える人

には分かりやすいんですけど、視覚障害の方にはちょっと分かりにくくなってしまうの
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で、その辺をちょっと工夫していただけるとありがたいと思います。  

○岩本部会長  岩本です。宮田委員、貴重なご意見ありがとうございます。イラストのイ

メージと実際それを音声等で聞くときのイメージがちゃんとつながるようにというご意

見だったと思います。ありがとうございます。  

  事務局からありますか。お願いします。  

○小泉課長 宮田委員、ありがとうございました。  

  今のご意見のとおり、今回、イラストを数多く掲載しますので、そこは視覚障害の方

にも分かるように配慮していきたいと思いますのでよろしくお願いします。  

○岩本部会長  ありがとうございます。  

  ほか、ご意見いかがでしょうか。  

  事務局との事前の打合せでも話題に挙がったのですけれども、最初のところで「困っ

たときは伝えてみましょう」の後に、「できる範囲で」という表現はちょっとどうかな

と思いつつ、なかなかいい表現がなく、皆様にご意見をいただければと思っています。

この５－２でお示しいただいたんですけれども、何かこの辺りの表現もこうするともっ

と良くなるのではないかというご意見があったら、いろいろ出していただけるとありが

たいと思います。  

  今、ちょっと皆さん、少しご覧いただいて、思いついたところがあったら、ぜひお手

を挙げていただきたいと思います。  

   

（西田委員 入室）  

 

○岩本部会長  西田委員、よろしくお願いいたします。  

  宮田委員、お願いいたします。  

○宮田委員 合理的配慮についてＡＩに聞いてみたら、「合理的配慮とは個別の状況に応

じて必要かつ適切な変更や調整を行うことです」と書いてあるので、「個別に」とかい

う感じなのかと、「できる範囲で」というのが、「個別に困り事に対応してもらえるこ

とが法律で決まっています」だったら、「できる範囲で」より少し変わるのかなという

気がいたしました。  

○岩本部会長  ありがとうございます。本当に今日は皆様からいろいろアイデアをいただ

きたいと思いますので、ぜひお願いいたします。  

  ほかの箇所でももちろん構いませんので、思いついたところでご発言ください。お願

いします。  

  白井委員、お願いいたします。  

○白井委員 ありがとうございます。ＤＰＩの白井です。  

  困り事のイラスト、ふと、自分がどういうときに困るかなと思ったときに、ちょっと

思いついたのがご飯を食べに行くときに、お店の入り口に段差とか階段とかがあって、
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「ああ、どうしよう」と思うことが、美味しそうなお店があるんだけど、階段で入れな

いなみたいな感じで、お店の前で立ち尽くす場面はあるので、そういったイラストがあ

るといいのかなと思いました。  

  以上です。  

○岩本部会長  ありがとうございます。  

  階段ではなくて、入るときのちょっとした段差というのも、そこですごく困ってしま

う場面ありますよね。そういったことを入れていただくといいんじゃないかというご意

見だったと思います。ありがとうございます。  

  ほか、いかがでしょうか。  

  荒井委員、お願いいたします。  

○荒井委員 東京都同胞援護会の荒井と申します。  

  ちょっと確認なんですけれども、一番最初のところで「お店など」というのは、そこ

にこだわるというか、そこだけに限らずということで外したということで、③になると、

そこでもう「お店など」と同じ「お店の人などに」というのが入っているんですね。だ

から、ここもこれはあえて「お店の人などに」と限定したのかどうかちょっと確認なん

ですが。  

  あと、もう一点よろしいですか。色分けされていると思うんですね、緑が１で、赤が

２で、青が３ということなんですけれども、３の青の下は、青と赤が混ざっている感じ

なんですね。これは意図的にこういうふうに強調した色にしたのか。それとも青だった

ら青で統一したほうが、１、２、３と分かりやすいようにしたほうがいいとか、これは

色の使い方なので、また複雑になると分かりにくいというところがあったのでちょっと

お聞きしたい。  

  あと表面で、分かりやすいように「たとえば・・・」で区切ってということであれば、

③も「たとえば・・・」という表現を入れたほうが、ここも「お店の人」という言葉が

入っちゃっているんですけど、これも同じようにしたほうが形式的に見やすいのではな

いのかなとちょっと思いました。  

  以上です。  

○岩本部会長  荒井委員、ありがとうございます。  

  ３点だったと思いますけれども、なかなか難しいところだと思うんですけど、お店に

限定してるわけではないけれども、ある程度場面を想定したほうが分かりやすいという

こともあるので、その辺りのバランスをどうするかということだと思います。例えばの

位置、レイアウトですよね。あと色の枠の使い分けのところでしたけれども、この点、

事務局から何か理由等がございましたらお願いいたします。  

○小泉課長 ありがとうございます。３点ご質問と認識しております。  

  まず従来の案、チラシ案、冒頭に「お店など」ということで記載をしたところですけ

ども、それを最初に言ってしまうと、後からの事例がお店だけじゃないということなの
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で、分かりやすくするために冒頭の説明は「お店など」という表記を削除しました。そ

して、③の「話し合ってみる」というところで、ここは「お店の人など」という、これ

を取ってしまうと、誰と話し合うのか分からないので、ちょっと一見矛盾しているよう

ではあるんですけども、「誰と」というのを入れないと分かりにくいので、分かりやす

さを優先して、ここ③は「お店の人など」という表現を残しています。  

  あと２つ目のご質問で、色についてです。  

  今回、文字と背景については２色ずつということで分かりやすくしたと思うんですけ

ど、この枠の線については２色にはなっているんですけども、少しこの辺、色的にどう

なのか。例えば、表面で冒頭の説明が赤で、その次の①の「困っていることに気付く」

は緑だったりとか、ユニバーサルデザイン的に赤と緑はあまりよろしくないとかいろい

ろあるので、そこは少し皆様方からもご意見をいただければありがたいなと思っており

ます。  

  ３点目については、すみません、もう一回確認をさせていただければと思うんですけ

ども、この②と③で例えばというのがあるんですけれども、この③の表記を「たとえ

ば」という言葉のみにしてほしいということでしょうか。すみません、理解が足りなく

て申し訳ないんですけれども。  

○荒井委員 すみません。そうしてほしいということではなくて、「たとえば」というの

は、表面だと分かりやすく「たとえば・・・」で区切って、下に例を挙げたというご説

明だったので、ここは同じような表記の仕方になっていなかったので、ここは意図的に

こういうふうにしたのかどうかということです。  

○小泉課長 こちら、分かりやすくという観点で、一言で次に移るようなということで、

こういう簡略的な表現にしたということで、何かこれが不都合等ございましたら、ご意

見いただければありがたいと思います。  

○岩本部会長  ありがとうございます。私の理解では、表面は「たとえば・・・」を枠の

外に出していますよね。それでつないでいるので、そうであれば③の上と下の枠の間に

同じように入れるということではないかと理解したんですけれども、いかがでしょうか。  

○小泉課長 分かりました。その辺は分かりやすさでどうしていくのかということですの

で、検討させてください。  

○岩本部会長  ありがとうございました。  

  ほか、いかがでしょうか。  

  本田委員、お願いいたします。  

○本田委員 都精民協の本田でございます。  

  ロービジョンの方たちの立場から言うと、こんなにたくさん色があって困ったなと、

まずは思いますよね。赤い色は割と見えないんですね。ロービジョンの方たちが見えや

すい色というのは、やはりこの最初の東京都福祉局のこの墨字の色ですよね。黒い色。

それから、この緑の線とか青い線とかは、特に裏面になるととてもごちゃごちゃしてい
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る感じがして、とても見づらいと思いますね。それから、この赤という色も結構見づら

い色なんですね。  

  というところでは、少しこの色がもう少し統一されたほうがいいのかなと。私たちか

ら見るとカラフルで割と見やすいものになっているかとは思うんです。そこが難しいと

ころで、いろんな障害があるというところでは、それでどこまで歩み寄るかですよね、

お互いに。ロービジョンに限っていうと、赤色は要らない。できれば少なくとも裏の右

側の「助けになるものを使う」の下のグレーっぽい黒、これはできるだけこのグレーは

やめてもらって、絶対黒にしてもらいたいという感じですかね。これだとぼやけて全く

見えないですよね、というのがあるかなとは思いますね。  

  全く見えない人の場合とロービジョンの場合とはまた全く違うところがあって、そこ

が難しいところかなと思います。ただ、いつも音読というか朗読していただいている方

であれば、イラストがこうなっていますよというのは結構想像力がはたらいて、イラス

トについてはそんなに困らないかなと。実際、困るんですけどね。本当に、校長先生が

おっしゃるように、本当にイラストというのが私たち読んでいる側からしてもとても困

っているところですけれど、文字全体の色目というところは特に重要なので、もう少し

統一感があったほうがいいのかなとは思います。  

  ただ、私は知的障害の娘の立場から言うと、随分と整理されて分かりやすくなってよ

かったなと思います。それで返答するとしたら「できる範囲で」なんだろうなと私も最

初から見ていましたけど、いい言葉が私のボキャブラリーでは浮かんでこないんですよ。

難しいですよね、日本語をひねり出すって、この場でひねり出すというのはなかなか難

しいことだなと、何があるかなと今考えている最中です。  

  私の印象としては、以上です。  

○岩本部会長  ありがとうございます。事務局からお願いします。  

○小泉課長 本田委員、ご意見ありがとうございます。  

  こちらのチラシの内容も大事ですけれども、やはりそれと同じぐらい見やすさも大事

と考えております。今、イラストが入っていない中で少しごちゃごちゃしているので、

今後イラストが入ってくるので、さらにごちゃごちゃになってしまいますので、そこは

今いろいろな色を使っていますが、ちょっとシンプルにできないかということで、皆様

方のいろいろなご意見を伺いながら、ちょっと考えていきたいと思っております。  

○岩本部会長  ありがとうございます。そうですね、イラストが入ったものをイメージし

ながら、なるべくシンプルな方が見やすいというご意見だったと思います。ありがとう

ございます。  

  ほか、いかがでしょうか。  

  すみません。渡邉委員、お願いします。  

○渡邉委員 東京都手をつなぐ育成会の渡邉です。  

  私も本田委員がおっしゃったように、非常にいろんな色があって見にくいと思いまし
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た。特にこの黄色い枠線は多分よく見えない。こちらにある黄色い枠とか、あと、その

枠の色も緑だったり、ブルーだったりというところで、スローコミュニケーションの方

から２番のところで、２色程度に限定したほうが見やすいというふうにありましたので、

やっぱり文字ははっきりとした黒が、やっぱり墨の色、グレー系の色は見にくいと思わ

れます。  

  あと、この実線、多分ここを強調したくて実線にしているんだろうなと思ったんです

が、一番上の実線と文字の色が両方赤なので、すごく目がごちゃごちゃする感じなので、

やっぱり赤い文字というのは見にくいかなと、自分が見ても思いました。  

  障害のある方たちはもっとごちゃごちゃに見えるのではないかと思いますので、色は

限定したほうがいいのかなと思いました。２色に限定するのであれば赤ではなく、黒と

ブルー系とか赤じゃない色、あと黄色とかグレーではない色というふうな色にしていた

だきたいなと思いました。  

  あと、イラストなんですが、イラストもピクトグラムみたいに本当に単純なイラスト

のほうが分かりやすいのではないかなと、いろんな色が入ったり、細かいイラストだっ

たりすると、イラスト自体はそれが見やすい、きれいなのかもしれませんが、伝わりや

すさということを考えると、単純な線とか、分かりやすい、いろんなものを排除したイ

ラストのほうが見やすいのではないかと思いました。  

  以上です。  

○岩本部会長  渡邉委員、ありがとうございます。  

  このイラストは、委託先で作成するんですよね。今いただいたご意見を伝えていただ

くと良いですね。通常のイラストのイメージだとこの啓発物の使い方と違ってくるかも

しれないというご懸念だったと思います。ありがとうございます。  

  ほか、いかがでしょうか。  

  宮田委員。  

○宮田委員 久我山青光の宮田でございます。  

 「東京都カラーユニバーサルデザインガイドライン」が福祉局から出ているので、それ

に準じてでいいのではないでしょうか。フォントもＵＤフォントのほうがいいと思いま

す。やっぱりロービジョンの方は、見え方はそれぞれなので、どの方にも良いというも

のはないのですが、せっかく今年、最近、福祉局から出されたので、そちらに準じてや

ってもらえるといいのかなという気がします。以上でございます。  

○小泉課長 宮田委員、ご意見ありがとうございます。おっしゃるとおり、ユニバーサル

デザインの基準がございますので、そちらにのっとった形で見やすくできるように検討

していきたいと思います。  

○岩本部会長  ありがとうございます。それは、また事務局のほうで見ていただいて、確

かにフォントもいろいろありますし、イメージとして字の間隔というんですかね、割と

字の間隔が空いているデザインで、どちらが見やすいのかとも思いましたので、ご検討
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いただければと思います。  

  ほか、いかがでしょうか。  

  堀江委員、お願いします。  

○堀江委員 就業・生活支援センターＷＥＬ‘Ｓ  ＴＯＫＹＯの堀江です。  

  すみません、このデザイン的なことではなくて、この配布先の予定のところに関する

ことなんですが、就業・生活支援センターにも様々な配布物をいろんなところから送っ

てきていただくんですけれども、なかなか活用されないこともあるんじゃないかなと思

います、山ほど。  

  それで、例えば、こんな就労移行支援事業所の「社会生活を学ぶ」みたいなセミナー

の中で周知してくださいとか、学校を卒業してということが前提にはなっているんです

けど、窓口に来られたら担当者の方が説明して渡してくださいとか、活用方法について

案内をするようなもの、配布する際にはぜひ案内していただいたり、あるいはそこで活

用された事例、育成会さんなどはキャラバン隊とかされているじゃないですか、障害を

理解するためにという。いろんな学校をまわられたりとか、そういった一般の小学校、

中学校で障害のある生徒さんだけではなくて、こういうようなところでも使えますよと

か、もし活用事例が挙がってきたら、またそのサイトをつくられているということです

ので、例えば私の就業・生活支援センターで就職前の人たちにこんなふうに使ってみま

した、本人たちがこう言っています、分かりやすかったですとか、分かりませんでした

とかでもいいんですけど、せっかく配布するので、その後また二次活用、三次活用につ

ながるような方法を今のうちにご検討いただければと思いました。  

  以上です。  

○岩本部会長  堀江委員、ありがとうございます。とても大事なことだと思います。配布

方法とその活用法、あとそれを実際に使ったフィードバックをきちんと蓄積していくと

いうことですね。それをどこが担うのかということだと思います。事務局のほうで今の

意見について何かありますか。  

○小泉課長 堀江委員、ご意見ありがとうございます。  

  こちらにつきましては、同じ障害者施策推進部内の東京都障害者就労支援協議会とい

うのがございますので、そういったところに配布物、成果物として配布をすることも考

えられます。そういった関係団体が集まるところで広く周知できればなと考えておりま

す。  

  あとは、せっかくこれを作って終わりではなくて、それを活用した事例を何か広く周

知できればというご意見、非常にもっともな意見でありがとうございます。これは都の

ホームページ、特設サイト等もございますので、そういったところで何かできないか担

当課内でちょっと考えてみたいと思います。ありがとうございます。  

○岩本部会長  ありがとうございます。  

  本田委員、お願いします。  
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○本田委員 この配布先についてということで、話をさせていただきたいです。都精民協

の本田でございます。  

  基本的には、特別支援学校を卒業して１年目、２年目の子供たちということで分かり

やすい言葉を使っておりますが、権利擁護という点では中途障害の我々クラス、中高年

になって中途障害になってしまった人たちが結構な数になっておりますし、そういった

方は障害と向き合うことだけで精いっぱいになってしまって、自身の権利擁護、障害者

になった自身の権利擁護というところまでは、思いが至らなかったりして、障害者にな

っちゃったんだからこんなもんだよと我慢しちゃうという方たちがとても多いんですね。  

  それは、中途障害に限らず難病の方たち、人生の途中で障害を持ってしまった方たち

についても、同じように権利を主張してもらいたいと思いますから、ぜひこれは障害者

福祉課に配布されるときに、ぜひその中途障害の方たちも対象にして、きちんと渡して

もらいたいという説明もしてもらいたいということを、配布の文章の中に入れていただ

いたらよろしいのかなと。でないと、障害者福祉課に配布して、あそこの展示物のとこ

ろに置いて、それでおしまいというのがもう目に見えるようですから、ぜひそれはやっ

ていただきたいなと思います。  

  以上です。  

○岩本部会長  ありがとうございます。  

○小泉課長 本田委員、ありがとうございます。  

  委員ご指摘のとおり、難病など中途障害の方への周知、非常に大切だと思っておりま

す。今回資料４でも、この普及啓発物の主なターゲットということで、第１回目の部会

のご意見を踏まえて、難病や失語症等の中途障害の方も主なターゲットとしております

ので、この普及啓発先については、そこは十分配慮した形でこちらとしても考えており

ますのでよろしくお願いいたします。  

○岩本部会長  ありがとうございます。  

  吉田委員、お願いします。  

○吉田委員 東難連の吉田です。  

  配布先なんですけれども、難病の患者には、東京都から医療券の継続申請書類を送っ

ていただきますよね。そのときに一緒に入れておいていただければ、皆さんの手元に渡

ると思いますので、お願いしたいと思います。  

○小泉課長 吉田委員、ありがとうございます。医療券の配付の時期に合わせて、このチ

ラシもというご意見です。こちらのチラシがいつできるかという時期の問題もございま

すので、その辺も見ながらちょっと検討させてください。  

○吉田委員 全部春先に発送ではなく、３回から４回ぐらい、分かれて発送されますから、

順番に入れていただければと思いますのでお願いします。  

○岩本部会長  ありがとうございます。配布方法、活用方法について貴重なご意見をいた

だいています。まさにこのチラシに関する検討が今日最後ですので、言い残したことが
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ないように、感想でも結構ですのでご意見をいただければと思います。  

  すみません。森下委員、お願いします。  

○森下委員 東京都人権擁護委員、障がい者部会から参っております、森下と申します。

よろしくお願いします。  

  このチラシを見ていて「目が見えないので点字の資料を下さい」というところの字が

すごく弱くて、見にくいなと思っていたんですよ。そうしましたら、これって吹き出し

なんですよね。下の「分かりました」のところだけ赤だから私は見えたんですけど、上

のほうは黄色い囲みで吹き出しになっていた。だから、もう少し柔らかくという言い方

は変ですけども、漫画の吹き出しみたいに曲線で、「目が見えないので点字の資料を下

さい」というところを囲んだりしたら、少し字が小さいので見やすくなるかなと思った

のと、あと、もう少し濃い大きい字にするとかしてください。  

  裏を見たら、そういうふうになっている。赤で「講演会までに点字の資料をもらえま

すか」というところも、吹き出しになっているじゃないですか。ちょっと硬いですけど、

もう少し曲線でいいと思うんですけど、そこはそういうふうに工夫すると分かりやすい

かなと、文字を強くするだけじゃなくて、できないかなと思いました。  

  以上です。  

○岩本部会長  ありがとうございます。  

  吹き出しというのはせりふなので、そのせりふが分かるような形にしたらいいのでは

ないかということですかね。  

  ありがとうございます。このようにいろいろアイデアを出していただけますと、後で

事務局の方でそれを踏まえて、ご検討いただけると思いますので、ぜひ意見出しという

ことでお願いできればと思います。  

  すみません、皆様のご意見を伺っていて、その「できる範囲で」ってなかなか難しい

んですけれども、先ほど宮田委員もおっしゃった個別にそれぞれのその場面で対応する

ということだと思うんですが、なかなかそれも難しいなと思いながら考えておりました。

もしかしたら、「できるだけ」にしてもいいのかなと思ったりしました。できる範囲と

いう限定した言い方が、ネガティブなイメージをほうふつさせたので、「できるだけ困

り事に対応してもらえることが」でも自然な感じかなと思いました。  

  あとは、多分事務局のほうで工夫されて、ステップで考えているわけですよね。①

「困っていることに気付く」、②「伝えてみる」、③で「話し合う」というように、そ

の段階をしっかり押さえたいという意図での色分けの工夫だったと思います。ただ、こ

の三つのステップを色で分けるとなかなか難しく、また大事なステップの文字がとても

小さいということもあるので、ステップ１、ステップ２が文字の大きさで分かるように

すると、すごく整理がされるのではないかと皆様の意見も伺いながら思いました。  

  あと、細かいことなんですけれども、「困っていることに気付く」の「気付く」は漢

字のほうがいいんですかね。どちらかというと平仮名で書くことが、「気付く」の
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「付」を「つ」に点々が多いかなと思ったので、そういった細かいことですけれども、

最終的なところでどういうほうが見やすいかということで、ご検討いただければと思い

ました。  

  また、皆様のご意見もお聞きしたいんですけれども、②の「※メモなどにまとめてか

ら伝えてもいいです」という表現がありますよね。これは、印象として、許可、やって

もいいよというようなトーンに聞こえる感じもしたんですよね。でも、それはあまり皆

さんが気にならなければいいかなと思ったんですけれども、例えば「伝えてもいいです

ね」と書いてもいいのか、そこは難しいんですが、何か「伝えてもいいです」という表

現が許可されているような感じがしたので、それはいかがなものかなというような印象

です。すみません、ちょっと思ったところを言わせていただきましたけれども、皆様の

ほうで本当に感想等でも結構ですのでご意見をいただければと思います。  

  時間がもうあまりないので、今日ご発言になっていない方で、感想でも結構ですので

一言ご発言いただきたいと思いますが、宮澤委員、いかがですか。  

○宮澤委員 都身連の宮澤です。  

  実は昨日でしたかね、知的障害者の方の新年会がありまして、私、行ってきました。

育成会さんです。そこの席でクイズがありまして、こういうことはどうする、どうやっ

てジェスチャーとか絵を描きますかということで、「ちゃんと並んでください」という

の、それから「ちょっと待ってください」というのがありました。これを我々がどうや

って表現したらいいかということでクイズをやりましたけど、なかなか分かりやすく表

現できなくて、一つは、「ちゃんと並んでください」というのは、絵を描きまして、こ

う丸い、ざあっと軽い感じで、曲がっているような並び方はバツでしたけどね、そうい

う絵を描きました。それを見て知的の子供、あるいは方が分かるのか、そこは分かりま

せんけど、「ちょっと待ってくださいね」、「ちょっと」というのは、我々も「ちょっ

と」と言うんですけど、何かそういう違う「ちょっと」でした。育成会さんに聞けばよ

く分かると思うんですけど、そんなことが昨日ありました。  

  今日その話があったんですけど、よくコンビニエンスストアで、「ちょっと待って」、

こちらが使うのと、店員さんが「ちょっと待って」を使うのと同時だと思うんですね。

「ちょっと待って」というのは非常に使いやすい言葉で、それをどうしたらいいか。あ

るいは、「ちゃんと並んで」と言わないで、「ちょっと並んで」と言うのと私らが言う

の、これをうまく表現して、そういう常にぱっと出る言葉がここに出ればいいなと思う

んですね。難しい言葉は言わないで、ちょっとした簡単な言葉がここに出るといいなと

思います。  

  以上です。すみません。  

○岩本部会長  ありがとうございます。  

  今の点で渡邉委員、何かありますかね。大丈夫ですか。  

○渡邉委員 東京都手をつなぐ育成会の渡邉です。  
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  私たちが一般の方に理解啓発、障害を分かっていただくときにキャラバン隊というの

を結成してやっているんですが、今おっしゃったことを必ずやります。「ちょっと」、

このちょっと、量のちょっともあるし、時間のちょっともあるし、その方、あと状況に

よって「ちょっと」の意味合いが全く変わってくるんですね。だから時間だったら「５

分待ってください」とか、そういった詳しい分かりやすい説明をしてくださいというこ

とをよくやっているんですが、その言葉を絵に描けない。名詞は時計とかリンゴもやっ

たと思うんですが、名詞は絵に描けますよね。絵に描けないものは伝わりにくいという

ことを皆さんに理解していただくために、「ちょっと」とか「ちゃんと」という言葉を

使ってやっています。  

  ですので、分かりやすいというのは、絵に描けるというふうに思っていただけるとと

ても伝わりやすいかなと思います。  

○岩本部会長  ありがとうございます。  

  古川委員、感想、ご意見いただければと思いますが、いかがでしょうか。  

○古川委員 育成会の古川です。  

  私は特になくて、このままでいいと思います。  

○岩本部会長  ありがとうございます。またお気づきのことがあったら言っていただけれ

ばと思います。  

  西田先生、何かご意見、ご感想はいかがですか。  

○西田委員 私、地元が調布市なんですけども、調布市でも各障害特性のある方々と、行

政と医療者で会議体を持っています。何が問題になったかというと、障害のある方々の

医療へのアクセスが非常に難しいということがあって、障害福祉と医療は割と縦割りで

つながりが悪いんですよね。ですから、そこを何とか横串を刺すような活動ができない

かということで、障害のある方が医療機関に受診するときに自分の障害特性をそこに書

き込んでおくということと、こういう障害の方というのはどういう特徴、これは個性が

あるわけですけども、大体大まかにこういう特性があるんですよと書いたパンフレット

を作ったんですね。受診のときにそれを医療機関に出してくださいというような、そう

いうことで少しずつやってはいます。  

  東京都医師会でも、前年度は精神障害と医療の連携というようなことで議論をしてき

ました。非常に難しい問題もたくさんありますが、やはりどうしても障害のある方は、

医療、治療自体もそうですけども、日頃の健康診断もついついハードルが高くて受けら

れないというような、東京都はすごくビルの中の診療所が多くて、バリアフリーになっ

ていないということがあって、そんなようなことで、医療自体が合理的配慮ということ

を含めて、もっともっと変わっていかないといけないなということを私はすごく思って

いて、機会があるときにはそういうことを訴えてきております。  

  私、委員としてお役に立っていないのですが、また何かぜひ参加させていただきたい

と思っております。よろしくお願いいたします。  
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○岩本部会長  ありがとうございます。  

  これは一つのツールだと思うんですけれども、今、西田先生がおっしゃったように、

例えば受診するときにどういうふうに伝えるかというのを用意しているものもあると思

いますし、例えばヘルプカードについても、困っていることをこういうふうに伝えよう

というツールはほかにもあると思うので、ばらばらではなく、うまく何ですかね、お互

いに使い合うというか、使えるところは取り入れていくといいと思って伺っていました。

ありがとうございます。  

  あと、協議時間が二、三分なんですけれども、せっかくですので皆様いろいろな具体

的な意見をいただきましたので、ほかにございましたら挙げていただきたいと思います。

いかがでしょうか。  

  お願いします。  

○宮田委員 知的障害者向けの普及啓発物も学校で配布すると言ったときに、卒後のこと

で言っていると思うので、卒業生３年生のみとなってくると思うのですが、配るのだっ

たら学校としては、せめて高等部は全部としていただけると、学校としては配布しやす

いです。また、卒業するときに卒業生に配ってくださいでは対応が困難ですので、やは

り学部だと学部にしていただけると助かります。内容的には１、２年生でも活用できそ

うな内容もありますので、その点も含め配慮いただければと思います。  

○岩本部会長  いかがでしょうか。  

  あと、そのときに先生方にご協力いただくような形でご案内いただけるといいと思っ

て伺っていたんですけど、事務局から今のご意見に。  

○小泉課長 宮田委員、ありがとうございます。配布先の話でございます。確かに宮田委

員がおっしゃるとおり、学校単位で配るという話は非常に大事かなというふうに思いま

すが、一方で予算の関係がございまして、なかなかそこも厳しいところがあるので、そ

の限られた予算の範囲内でどこまでできるのかというのをちょっと考えさせていただけ

ればありがたいと思います。  

  以上です。  

○岩本部会長  ありがとうございます。実際にこの配布の枚数というのは、多分限りがあ

ると思うんですけれども、ダウンロードしてどんどん使ってくださいということはでき

ますよね。何かそういった形で使えるものは使っていくとしていけるといいかなと思っ

て伺っていました。  

  それでは時間になってきましたけれども、今日は本当に皆様から具体的なご意見をい

ただきました。チラシに関しては、かなりシンプルにしていただいたんですけれども、

さらにシンプルに色も工夫していただいたほうがいいのではないかというご意見と、フ

ォントの工夫ですね。その辺りは東京都にユニバーサルの規格があるということですの

で、それを参考にしてご検討いただければと思います。  

  あと吹き出しのつけ方など、いろいろ工夫点が挙げられたと思いますので、それらを
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踏まえて、また事務局のほうでご検討いただければと思います。この後も、委員の皆様

からメール等でご意見を寄せていただきたいということなんですが、あまり根本的な修

正になってしまうと対応ができないと思いますので、一応今日確認した内容で進めてい

ただきつつ、細かいところは追加のアイデアがございましたら、また改めて出していた

だければと思います。  

  本当に皆様いろいろ具体的なご意見、それから配布後の活用等についてもご意見いた

だきましたので、この後、事務局のほうでそれを引き受けて、進めていただきたいと思

います。ありがとうございました。  

  それでは、進行を事務局にお戻しいたします。  

○小泉課長 皆様、本日は様々なご意見、前向きなご意見をいただきましてありがとうご

ざいました。  

  冒頭に申し上げましたとおり、追加のご意見等がございましたら、後日メールで送付

いたします自由意見用紙にご記入いただき、ご提出いただければと思っております。  

  今後イラスト案ということでどういうふうにしたらいいのか、事務局としても悩んで

いるところでございますので、この自由意見用紙に何かここだけはということがあれば、

記入していただければありがたいと思っております。  

  本日いただきましたご意見と追加のご意見を事務局のほうで整理をいたしまして、普

及啓発物（案）にも反映させまして、部会案を確定したいと思っております。４月以降

にイラスト作成委託、印刷の予定となっておりますので、皆様方のご意見等に沿う形で

やっていきたいと思っています。  

  また話が変わりますけども、お車でいらっしゃった方は駐車券をお渡ししますので、

お近くの職員にお声かけください。  

  それでは、本日の会議はこれにて終了いたします。これまで本部会につきましては、

２回開催をいたしまして、岩本部会長をはじめ、皆様方から様々なご意見をいただきま

した。ありがとうございました。  

  会の円滑な運営にご協力いただきありがとうございました。  

（午後３時２１分 閉会）  


